
１　趣旨１　趣旨１　趣旨１　趣旨

（２）検討経過

２ 条例制定の背景２ 条例制定の背景２ 条例制定の背景２ 条例制定の背景

　　本県の自然環境の重要な構成要素の一つであるとともに、県民共有の貴重な財産である、希少野生
　動植物を保護するため、個体の取扱いに関する規制及び生息地等の保護回復のための措置等について
　必要な事項を定めた条例を制定した。

（１）条例制定の背景

　○ 県版レッドデータブックの作成→県内に自生する在来植物の約25％が絶滅危惧種

　○ 野生動植物の減少等の主な要因→違法捕獲・採取、踏み荒らし、開発行為等

　○ 現行法令及び制度等の限界　　→保護対象範囲の限定、本県の実情との不整合等
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○ 監視員の配置等の監視指導体制の整備 →→→→ 監視員配置・資質向上研修監視員配置・資質向上研修監視員配置・資質向上研修監視員配置・資質向上研修

○ 調査及び情報提供等の実施 →→→→ 県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ((((動物編動物編動物編動物編))))の発刊の発刊の発刊の発刊 、、、、身近ないき身近ないき身近ないき身近ないき
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○ 罰則：最高１年以下の懲役又は最高１年以下の懲役又は最高１年以下の懲役又は最高１年以下の懲役又は50505050万円以下の罰金（特別指定希少野生動植物の捕獲禁止違反）等万円以下の罰金（特別指定希少野生動植物の捕獲禁止違反）等万円以下の罰金（特別指定希少野生動植物の捕獲禁止違反）等万円以下の罰金（特別指定希少野生動植物の捕獲禁止違反）等
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